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Ｑ１ 誰でも利用できますか？
Ａ１ 主な利用対象者は、障害者 法に基

づく就労移行支援事業の受給者証をお持ちの
墨田区内在住者などです。

Ｑ２ 利用料はかかりますか？
Ａ２ 障害者 支援法に基づいた利用料と訓練

等に要する交通費やテキスト代などがかかり
ます。

Ｑ３ 就職支援はどのような事をしてくれます
か？

Ａ３ ハローワークや就職面接会への同行、履歴
書作成・ビジネスマナーの習得訓練などを行
います。

Q&A

利用を希望される方へ

「ゆめたまご すみだ」は、障害者 支援法
に基づく就労移行支援事業を行う施設です。

企業等への就労を希望する障害者に対して職業
訓練、就職支援などの支援を行います。

適切な職能評価に基づく個別支援計画により、
「早期の就労」と「企業等で、安定して働き続
けること」を目標に支援します。

案内図

すみだ百景すみまるくん
　南部ルート
すみだトリフォニーホール
入口バス停徒歩約3分

総合支援

総合

総合



サービスについて
◆ 目的・・・・・・・・・・・・・・・

障害者の社会的自立を目指し、身体・知的・
精神障害者などで一般就労を希望する方に対して
職業訓練、就職支援、職場定着支援等を行います。

◆ 対象となる人・・・・・・・・・・・・・
・障害者総合支援法に基づく受給者証をお持ちの

墨田区内在住者 など

◆ 開設時間・・・・・・・・・・・・・・・
月曜日～金曜日 午前９：００～午後４：００
（土日・祝日・年末年始は除く）

◆ 利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・
２年間（１年間の延長あり）

◆ サービスの内容・・・・・・・・・・・
１ 企業等への就労を目指した訓練事業

・パソコン訓練
・一般事務訓練
・商業系訓練
・技術実務系訓練

２ 就職支援及び職場定着支援
・面接同行
・職場開拓
・ジョブコーチの利用支援
・職場定着に向けた

生活支援事業への引き継ぎ

３ 就労へ向けた生活支援
・余暇に対する支援
・仲間作りの支援
・生活関連講座の開催等

就労移行支援事業所
就職準備性は高いが就職準備訓練
や就職支援が必要となる障害者

中期的な訓練等が必要な障害者

職業訓練、就労準備訓練、職場実習等を行い、就職準備性を高めます。
就職の実現に向け、職能評価に基づいた、適切な個別支援プログラムを
作成し、企業等への早期の就職を目指します。

◆ハローワーク

◆障害者職業センター

◆就労継続支援B型施設

◆墨田区障害者福祉課
本所・向島保健センター

移行支援利用から ⇒ 就職までの流れ

ハローワークや就職面接会への同行など、個々の利用者が安心して長期で
働ける職場へのマッチングを図ります。また、生活上の課題にも関係機関
と連携して対応し、社会的な自立につながる支援を行います。

目指す職場の例

な商業系訓練 事務系訓練 軽作業系訓練

・備品管理業務

・ピッキング業務

・商品陳列業務

・データ入力業務

・メール関連業務

・清掃業務

利用対象者

主な連携機関


